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information

し
て
く
だ
さ
い
。

○
法
人
登
記
の
所
在
地
を
変
更
し
た
場

　
合

　
法
人
登
記
を
変
更
し
て
も
、
固
定
資

産
税
の
送
付
先
は
変
更
さ
れ
ま
せ
ん

の
で
、
不
動
産
登
記
の
所
在
地
も
変

更
し
て
く
だ
さ
い
。

○
登
記
を
し
て
い
な
い
家
屋
の
所
有
者

　
変
更
や
取
り
壊
し

◎
所
有
者
を
変
更
し
た
場
合

　
「
未
登
記
家
屋
所
有
者
変
更
申
請
書
」

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■ 

必
要
書
類

①
未
登
記
家
屋
所
有
者
変
更
申
請
書

（
税
務
課
窓
口
ま
た
は
村
公
式
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
→
暮
ら
し
→
税
金
→
固
定
資

産
税
に
て
入
手
で
き
ま
す
。）

②
売
買
契
約
書
ま
た
は
遺
産
分
割
協
議

書
の
写
し

③
関
係
者
全
員
の
印
鑑
証
明
書
の
写
し

◎
取
り
壊
し
を
し
た
場
合

　
「
建
物
滅
失
届
」を
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

■ 

必
要
書
類

①
建
物
滅
失
届（
税
務
課
窓
口
ま
た
は

村
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
→
暮
ら
し
→

税
金
→
固
定
資
産
税
に
て
様
式
を
入

手
で
き
ま
す
。）

②
建
物
取
り
壊
し
の
契
約
書
の
写
し

③
解
体
業
者
の
取
り
壊
し
証
明
書

④
建
物
が
存
在
し
た
こ
と
が
分
か
る
写

　
納
期
限
内
の
納
付
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　

納
付
は
便
利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

土
地
・
家
屋
の
異
動
届
け
を

お
忘
れ
な
く

　
固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１
日
現

在
の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
本
年

中
に
土
地
の
現
況
地
目
が
変
わ
っ
た
り
、

家
屋
が
取
り
壊
さ
れ
た
場
合
に
は
早
急

に
届
け
出
を
お
願
い
し
ま
す
。
届
け
出 

が
な
い
と
、
変
更
と
な
っ
て
い
る
こ
と 

や
取
り
壊
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
ら 

ず
、
翌
年
度
以
降
も
変
更
・
滅
失
前
の

ま
ま
で
課
税
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○
土
地
の
所
有
者
変
更
や
分
筆
等

　

法
務
局
に
て
移
転
登
記
を
し
て
く
だ

さ
い
。

○
登
記
を
し
て
い
る
家
屋
の
所
有
者
変

　
更
や
取
り
壊
し

　

法
務
局
へ
移
転
ま
た
は
滅
失
登
記
を

税
の

せ
ら
知
お

12
月
の
納
税
等

固
定
資
産
税
／
第
3
期

国
民
健
康
保
険
税
／
第
6
期

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
／
第
6
期

保
　
育
　
料
／
12
月
分

納
　
期
　
限
／
12
月
27
日（
月
）

真
お
よ
び
建
物
が
滅
失
し
た
こ
と
が

分
か
る
写
真
。

●
問
合
せ
先　
総
務
部
税
務
課

確
定
申
告
書
e
‐
T
a
x

模
擬
体
験
会

　

自
分
の
パ
ソ
コ
ン
で
確
定
申
告
書
の

作
成
か
ら
送
信
ま
で
体
験
し
て
み
ま
せ

ん
か
。（
令
和
３
年
分
の
確
定
申
告
書

は
送
信
で
き
ま
せ
ん
）

●
日
　
　
時　
12
月
７
日（
火
）

　
午
前
10
時
～
11
時
30
分　
先
着
10
名

　
午
後
1
時
～
2
時
30
分　
先
着
10
名

●
場
　
　
所

　
中
央
公
民
館
３
階　
第
１
会
議
室

●
対
　
　
象

　
在
住
・
在
勤
の
方

●
講
　
　
師　
津
島
税
務
署
員

●
参
加
費　
無
料

●
申
込
期
限

　

12
月
6
日（
月
）（
先
着
順
で
定
員
に

な
り
次
第
締
め
切
り
）

●
申
込
方
法

　

税
務
課
へ
電
話
ま
た
は
窓
口
で
お
申

込
み
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先　
総
務
部
税
務
課

税
の
納
付
は
期
限
内
に
！

　

住
民
の
皆
さ
ま
に
納
め
て
い
た
だ
く

税
は
、
ま
ち
づ
く
り
や
住
民
の
皆
さ
ま

の
暮
ら
し
を
支
え
る
大
切
な
財
源
で

す
。

　

大
部
分
の
方
は
期
限
内
に
納
付
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
納
付
い
た
だ
け
て
い
な

い
方
も
お
ら
れ
ま
す
。

　

納
期
限
を
過
ぎ
て
も
納
付
さ
れ
な
い

場
合
は
、
本
来
の
税
額
の
ほ
か
に
、
延

滞
金
を
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り

ま
す
。

◎
滞
納
の
場
合
　

　

何
も
連
絡
が
な
く
滞
納
が
続
い
た
場

合
、
納
期
限
ま
で
に
納
税
さ
れ
た
方
と
の

公
平
を
保
つ
た
め
、
次
の
手
順
に
よ
っ

て
滞
納
処
分
の
手
続
き
を
行
い
、
税
に

充
当
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

①
督
促
状
を
送
付

②
電
話
や
文
書
に
て
納
税
を
催
告
、
税

を
徴
収

③
財
産
調
査
を
実
施
し
、
預
金
・
給
与
・

不
動
産
な
ど
の
財
産
の
差
し
押
さ
え

を
実
施

④
差
し
押
さ
え
た
不
動
産
等
の
公
売
を

行
い
滞
納
し
て
い
る
税
に
充
当

◎
納
税
相
談
も
行
っ
て
い
ま
す

　

病
気
や
仕
事
の
問
題
な
ど
に
よ
っ
て

納
期
ま
で
に
納
付
が
難
し
い
と
い
う
方

は
、
納
税
に
関
す
る
相
談
を
随
時
お
受

け
し
て
い
ま
す
。
お
早
め
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先　
総
務
部
税
務
課
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活気・魅力・人づくりの村

　　

津島税務署からのお願い
自宅等からのe-Tax申告にご協力を
スマホ・PC等から簡単に申告できます

○確定申告と感染防止対策について
　例年、年明けから多くの納税者の皆さまが確定申告の手続きのため税務署へ来署され、２月16日か
ら３月15日までの確定申告期間には、さらに多くの納税者の皆さまが確定申告会場（津島市文化会館）
に来場され、大変混雑しており、長時間お待ちいただく状況にあります。
　令和３年分の確定申告においても、感染防止対策を第一に考え、会場内の混雑緩和のため、入場
できる時間枠が指定された「入場整理券」方式による会場運営を行います。
　したがいまして、税務署や確定申告会場で対応できる納税者の人数にも限界が発生しますので、納
税者の皆さまの安全確保という観点におきましても、ぜひ、簡単・便利な自宅等からのe-Tax 申告に
ご協力をお願いします。

○年内にe-Taxのご準備を
　①マイナンバーカード＋ＩＣカードリーダライタまたは②マイナンバーカード＋マイナンバーカード読取
対応のスマートフォンがあれば、e-Taxを利用して申告書を提出できます。また、事前に税務署でＩＤ・
パスワードの発行手続きを行っていただければ、マイナンバーカードとＩＣカードリーダライタ等をお持ち
でない方でも、e-Taxをご利用できます。
　確定申告に備え、今のうちから、市町村でのマイナンバーカードの申請手続きまたは最寄りの税務
署の窓口でのＩＤ・パスワードの発行手続きをご検討ください。
　なお、ＩＤ・パスワードの発行を希望される場合には、申告されるご本人が運転免許証などの本人確
認書類をお持ちのうえ、最寄りの税務署にお越しください。

個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について
　事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う全ての方は、記帳と帳簿書類の保存
が必要です（所得税および復興特別所得税の申告が必要でない方も対象）。
　詳細は、国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）をご覧いただくか、最寄りの税務署（所得
税担当）にお問合せください。
　【国税庁ホームページ＞税の情報・手続・用紙＞税について調べる＞確定申告＞個人で事業を行って
いる方の記帳・帳簿等の保存】

●問合せ先　津島税務署
　　　　　　☎26-2161


